
名桜大学博士（国際地域文化）学位授与に関する取扱要項  

（令和元年１０月１１日制定）  

 

（趣旨）  

第１条  名桜大学大学院国際文化研究科国際地域文化専攻（博士後期課

程）（以下「研究科」という。）における博士の学位に関する取扱いにつ

いては、名桜大学大学院学則、名桜大学学位規程（以下「学位規程」と

いう。）及び名桜大学大学院国際文化研究科国際地域文化専攻（博士後期

課程）規程（以下「研究科規程」という。）に定めるもののほか、この要

項の定めるところによる。  

（事前審査）  

第２条  博士（国際地域文化）の学位を申請する者は、学位規則第５条第

２項の規定する博士論文の提出に先立ち、事前審査を受けなければなら

ない。  

（事前審査の申請資格）  

第３条  事前審査を申請することができる者は、研究科規程第１１条第３

項に規定する要件を満たした者とする。  

（事前審査の申請書類等）  

第４条  事前審査を申請する者（以下「事前審査申請者」という。）は、指

導教員の承認を得て次の掲げる書類等を国際文化研究科長（博士後期課

程）（以下「研究科長」という。）に提出しなければならない。  

(1) 博士論文事前審査申請書（所定の様式）  １部  

(2) 学位請求論文概要（Ａ４判横書きとし、和文 2,000 字程度又は英文  

800 語程度）  ４部  

（ただし、上級准教授又は名桜大学大学内の他研究科（以下「他研  

究科」という。）の教員等が事前審査委員会に入る場合は５部とす  

る。）  

（ただし、上級准教授及び他研究科の教員等が事前審査委員会に入る  

場合は６部とする。）  

(3) 履歴書  ４部  

（ただし、上級准教授又は他研究科の教員等が事前審査委員会に入る  

場合は５部とする。）  

（ただし、上級准教授及び他研究科の教員等が事前審査委員会に入る  

場合は６部とする。）  

(4) 研究業績書  ４部  



（ただし、上級准教授又は他研究科の教員等が事前審査委員会に入  

る場合は５部とする。）  

（ただし、上級准教授及び他研究科の教員等が事前審査委員会に入る  

場合は６部とする。）  

（事前審査の申請時期）  

第５条  事前審査の申請時期は、原則として博士論文を提出する年度の６  

月とする。  

（事前審査委員会）  

第６条  研究科長は、事前審査の申請があったときは、当該論文が博士論

文審査に値するか否かを審査するため、事前審査委員会を組織する。  

２  事前審査委員会の委員は、事前審査申請者ごとに次に定めるところに

より構成する。  

(1) 指導教員を含む２名以上のマル合教員及び１名の他大学等の大学院  

又は研究所等（以下「他機関」という。）教員等とする。なお、事前審  

査委員に上級准教授が入る場合は、指導教員を含む２名以上のマル合  

教員及び他機関教員等１名のほか、当該上級准教授とする。  

(2) 必要があるときは、前号の教員のほかに、名桜大学内の他研究科  

の教員等を加えることができる。  

(3) 事前審査委員会の委員は、博士の学位を有する者又はそれと同等の  

研究業績を有する者とする。  

３  前項の事前審査委員は、研究科長からの事前審査委員候補者の推薦に

基づき、博士後期課程委員会において決定する。この場合において、前

項第２号による本研究科に所属しない教員等については資格審査を行わ

なければならない。  

４  事前審査委員会に、次に掲げる者をおく。  

(1) 主査１名（マル合教員）  

(2) 副査２名（マル合教員１名及び他機関教員等１名。ただし、上級准  

教授又は他研究科の教員等が事前審査委員に入る場合は、副査を３名  

とし、上級准教授及び他研究科の教員等が入る場合は、４名とする。）  

５  事前審査委員主査は、事前審査委員会の業務を統括する。  

（事前審査の結果の通知）  

第７条  研究科長は、事前審査の結果を当該事前審査申請者に通知する。  

（博士論文審査の申請）  

第８条  事前審査の結果、博士論文審査の申請に値すると認められた事前

審査申請者は、３か月以内に博士論文審査の申請を行わなければならな



い。  

（審査の申請書類等）  

第９条  博士論文の審査を申請する者（以下「申請者」という。）は、指導

教員の承認を得て、次の掲げる書類等を研究科長に提出しなければなら

ない。  

(1) 博士論文審査申請書（所定の様式）  １部  

(2) 学位請求論文申請書  ４部  

（ただし、上級准教授又は他研究科の教員等が学位審査委員会に入る  

場合は５部とする。）  

（ただし、上級准教授及び他研究科の教員等が学位審査委員会に入る  

場合は６部とする。）  

(3) 学位請求論文本文１編（Ａ４判横書きとし、和文又は英文）  ４部  

（ただし、上級准教授又は他研究科の教員等が学位審査委員会に入る  

場合は５部とする。）  

（ただし、上級准教授及び他研究科の教員等が学位審査委員会に入る  

場合は６部とする。）  

(4) 学位請求論文の要旨（電子媒体及び紙媒体）  １部  

（博士論文の提出時期）  

第１０条  博士論文の提出時期は、修了予定年度の９月から１０月の所定

の期間とする。  

（審査の付託）  

第１１条  研究科長は、博士論文の申請があったときは、学位規則第９条

に基づき国際文化研究科国際地域文化専攻博士後期課程委員会（以下

「博士後期課程委員会」という。）に審査を付託する。  

（学位審査委員会）  

第１２条  博士後期課程委員会は、前条により審査を付託されたときは、

申請者ごとに次の各号に定めるところによる委員（以下「審査委員」と

いう。）で構成する博士論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を組織する。  

(1) 指導教員を含む２名以上のマル合教員及び１名の他大学等の大学院  

又は他機関教員等とする。なお、審査委員に上級准教授が入る場合  

は、指導教員を含む２名以上のマル合教員及び他機関教員等１名のほ  

か当該上級准教授とする。  

(2) 必要があるときは、前号の教員のほかに、他研究科の教員等を加え  

ることができる。  



(3) 審査委員会の委員は、博士の学位を有する者又はそれと同等の研究  

業績を有する者とする。  

２  前項の審査委員は、研究科長からの審査委員候補者の推薦に基づき、

博士後期課程委員会において決定する。この場合において、前項第２号

による本研究科に所属しない教員等については資格審査を行わなければ

ならない。  

３  審査委員会に、次に掲げる者をおく。  

（ 1）  主査１名（指導教員以外のマル合教員）  

（ 2）  副査２名（指導教員１名及び他機関教員等１名。ただし、上級准教  

授又は他研究科の教員等が審査委員会に入る場合は、副査を３名と  

し、上級准教授及び他研究科の教員等が入る場合は４名とする。）  

４  審査委員主査は、審査委員会の業務を統括する。  

（博士論文の最終試験（公開）及び審査員との質疑応答）  

第１３条  博士論文審査において、審査委員会は、審査委員との質疑応答  

を含む博士論文の最終試験（公開）を開催すること。  

２  審査委員主査は、博士論文の最終発表（公開）の開催日程等を、原則

として開催日の１週間前までに申請者に通知するとともに、研究科及び

教室等に掲示をもって公示すること。  

（博士論文審査等の実施）  

第１４条  審査委員会は、論文審査及び最終試験を実施する。  

２  審査委員主査は、最終試験の実施に関し必要な事項を申請者に通知す

る。  

３  最終試験は、博士論文の内容を中心として関連のある科目についても

口頭により行う。  

（博士論文審査結果等の審議）  

第１５条  審査委員会は、論文審査の結果及び最終試験の結果を審議し、

学位授与に値するか否かを議決する。  

２  論文審査及び最終試験の評価判定は、合格又は不合格とする。  

（博士論文審査結果の報告）  

第１６条  審査委員会は、最終試験終了後から原則として２週間以内に、

審査結果を次の掲げる書類により研究科長に報告しなければならない。  

(1) 論文審査結果の要旨（別紙様式第１号及びその電子データ）  

(2) 論文審査の結果（別紙様式第２号）  

(3) 最終試験の結果（別紙様式第３号）  

２  研究科長は、審査委員会の報告を博士後期課程委員会に諮り、最終試



験の合否を議決するとともにその審議結果を学長に報告する。  

（学位授与の判定）  

第１７条  大学院委員会は、審査委員会による論文審査結果の報告に基づ

き、申請者に学位を授与すべきか否かを判定する。  

２  前項の判定は、大学院委員会の３分の２以上の出席を要し、かつ、出

席者の３分の２以上の賛成がなければならない。  

第１８条  博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日

から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文（以下「論文

の全文」という。）を公表するものとし、公表用の全文を電子データによ

り研究科長に提出するものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得な

い事由がある場合には、研究科長の承認を受けて、論文の全文に代えて

その内容を要約したもの（以下「論文の要約」という。）を公表すること

ができる。この場合において、本研究科は、その論文の全文を求めに応

じて閲覧に供することから、公表用の論文の要約に加えて、論文の全文

についても電子データにより研究科長に提出するものとする。  

（補則）  

第１９条  この要項に定めるもののほか、必要な事項は博士後期課程委員

会の議を経て、研究科長が定める。  

（改廃）  

第２０条  この要項の改廃は、博士後期課程委員会の議を経て、研究科長

が行う。  

 

 

   附  則  

 この要項は、令和元年１０月１１日から施行し、平成３１年４月１日か  

ら適用する。  



様式第１号（第１６条関係） 

 

論文審査結果の要旨 

 

年  月  日 

 

名桜大学大学院 

 国際文化研究科長（博士後期課程） 殿 

 

 

                国際文化研究科 国際地域文化専攻（博士後期課程） 

                申請者氏名 ：                  

                指 導 教 員：                  

                審査委員（主査）：                印 

                審査委員（副査）： 

                審査委員（副査）： 

 

 

【要旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第１６条関係） 

論文審査の結果 

国際文化研究科国際地域文化専攻（博士後期課程） 

論文提出者氏名  

論文審査委員 

主   査  副   査  

副   査    

学位論文題目  

〈博士学位論文の審査結果〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博士学位論文 

の合否 
合 格  ・  不 合 格 審査日  

指導教員                           印 

 



様式第３号（第１６条関係） 

最終試験の結果 

国際文化研究科国際地域文化専攻（博士後期課程） 

論文提出者氏名  

論文審査委員 

主   査  副   査  

副   査    

学位論文題目  

〈最終試験の結果〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終試験の合否 合 格  ・  不 合 格 審査日  

指導教員                           印 

 


